


































































（別添１－１及び１－２）事務内
容

（削除内容）
・生徒マスター登録等

（新規内容）
・オンライン申請システムによるマスター登録及
び各種申請

事後

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年10月1日
Ⅰ 基本情報　５．個人番号の
利用

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の
利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関
する条例第４条　別表第一　10の項、11の項及び
12の項

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（以下「番号法」とい
う。）第９条第１項　別表　１２３の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める命
令　第６６条

番号法第９条第１項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第九条第一項に規
定する準法定事務及び準法定事務処理者を定
める命令（以下「準法定事務省令」という。）　第
一項の表第７の項、第８の項

事後

令和7年10月1日

Ⅰ基本情報　６．情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携　②法令上の根拠

【情報照会】
番号法第１９条第８号　別表第二　１１３の項
番号法別表第二の主務令で定める事務及び情
報を定める命令　第５８条各号
番号法第１９条第９号
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の
利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関
する条例第４条　別表第二　５の項、６の項及び
７の項
【情報提供】
番号法第１９条第８号　別表第二１１３の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令　第５８条各号

なお、情報提供については、文部科学省の見解
を踏まえ、情報提供を行わない。

【情報照会】
番号法第１９条第８号　別表　１２３の項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第２条の表第１５１の項、第１６８の項及び第１６９
の項、第１５３条、第１７０条並びに第１７１条

【情報提供】
番号法第１９条第８号　別表　１２３の項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第２条の表第１５１の項、第１６８の項及び第１６９
の項、第１５３条、第１７０条並びに第１７１条

なお、情報提供については、文部科学省の見解
を踏まえ、情報提供を行わない。

事後

令和7年10月29日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年10月29日

Ⅱファイルの概要　４．特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託　委託事項３　②取扱いを委
託する特定個人情報ファイル
の範囲　その妥当性

就学支援金等に係る各申請・届出を行った者の
申請書等の確認を行うため、委託先に特定個人
情報を提供する必要がある。

就学支援金等の申請内容とマイナンバー関係書
類の突合を行い、書類不備の解消を行うため、
委託先に就学支援金等に係る各申請・届出を
行った者の申請にかかる特定個人情報を提供す
る必要がある。

事後

令和7年10月29日

Ⅱファイルの概要　４．特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託　委託事項２　②取扱いを委
託する特定個人情報ファイル
の範囲　その妥当性

就学支援金等に係る各申請・届出を行った者の
申請書等の廃棄を適切に行うため、専用の業者
に特定個人情報を提供する必要がある。

保存年限を超えた申請書類及びマイナンバー関
係書類を適切に廃棄するため、委託先に就学支
援金等に係る各申請・届出を行った者の申請に
かかる特定個人情報を提供する必要がある。

事後

令和7年10月1日
Ⅱファイルの概要　３．特定個
人情報の入手・使用

・就学支援金に係る特定個人情報利用は番号法
第９条第１項　別表第一91の項で定められてお
り、申請書の配布時、リーフレット・パンフレットな
どで特定個人情報の取扱いを案内するほか、申
請書の記載に当たり、注意事項を載せることで本
人に明示する。
・奨学のための給付金に係る特定個人情報利用
は行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に
関する条例第４条第１項　別表第10で定められて
おり、申請書の配布時、リーフレット・パンフレット
などで特定個人情報の取扱いを案内するほか、
申請書の記載に当たり、注意事項を載せることで
本人に明示する。
・学び直し支援金に係る特定個人情報利用は行
政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用並びに特定個人情報の利用及び提供に関す
る条例第４条第１項　別表第11で定められてお
り、申請書の配布時、リーフレット・パンフレットな
どで特定個人情報の取扱いを案内するほか、申
請書の記載に当たり、注意事項を載せることで本
人に明示する。

・就学支援金に係る特定個人情報利用は番号法
第９条第１項　別表123の項で定められており、申
請書の配布時、リーフレット・パンフレットなどで
特定個人情報の取扱いを案内するほか、申請書
の記載に当たり、注意事項を載せることで本人に
明示する。
・奨学のための給付金に係る特定個人情報利用
は行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に
関する番号法第９条第１項及び準法定事務省令
第一項の表第８の項で定められており、申請書
の配布時、リーフレット・パンフレットなどで特定
個人情報の取扱いを案内するほか、申請書の記
載に当たり、注意事項を載せることで本人に明示
する。
・学び直し支援金に係る特定個人情報利用は行
政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用並びに特定個人情報の利用及び提供に関す
る番号法第９条第１項及び準法定事務省令　第
一項の表第７の項で定められており、申請書の
配布時、リーフレット・パンフレットなどで特定個
人情報の取扱いを案内するほか、申請書の記載
に当たり、注意事項を載せることで本人に明示す
る。

事後

令和7年10月29日

Ⅱファイルの概要　４．特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託　委託事項１　②取扱いを委
託する特定個人情報ファイル
の範囲　その妥当性

申請書類の回収・穿孔、都立学校授業料等徴収
システムの運用保守管理を行うため、委託先に
特定個人情報を提供する必要がある。

就学支援金、奨学のための給付金及び学び直し
支援金の支給認定審査を行う都立学校授業料
等徴収システムの運用保守管理等を行うため、
委託先に申請から審査全体にかかる特定個人情
報を提供する必要がある。

事後



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年10月1日

Ⅱファイルの概要　６．特定個
人情報の保管・消去　②保管
期間　妥当性

データについては、番号法施行令第29条に基づ
き７年間を保存期間とする。
紙媒体については、東京都教育委員会文書管理
規則の規定に基づき５年間保管する。

データについては、番号法施行令第30条に基づ
き７年間を保存期間とする。
紙媒体については、東京都教育委員会文書管理
規則の規定に基づき５年間保管する。

事後

令和7年10月29日

Ⅱファイルの概要　６．特定個
人情報の保管・消去　③消去
方法

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守運用を行う事業者が
特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者において、保存された読出しができないよう、
物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に
消去する。

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー･プラットフォームの事業者及びクラウドサー
ビス事業者が特定個人情報を消去することはな
い。
（２）クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディスク
やハード等を交換する際は、クラウドサービス事
業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの
暗号化消去及び物理的破壊を行う。
さらに、第三者の監査機関が定期的に発行する
レポートにより、クラウドサービス事業者におい
て、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊
が行われていることを確認する。
（３）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、保
存された情報が読み出しできないよう、データセ
ンターに設置しているディスクやハード等を物理
的破壊により完全に消去する。

事後

令和7年10月29日

Ⅱファイルの概要　６．特定個
人情報の保管・消去　①保管
場所

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセン
ターに設置されており、データセンターへの入館
及びサーバ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された中
間サーバのデータベース内に保存され、バック
アップもデータベース上に保存される。

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）
に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管
理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対
策はクラウドサービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管
理策が適切に実施されているほか、次を満たして
いる。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いる。
・日本国内でデータを保管している。
（２）特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバーの
データベース内に保存され、バックアップもデータ
ベース上に保存される。

事後



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年10月29日

Ⅲリスク対策（プロセス）　６．情
報提供ネットワークシステムと
の接続　リスク４：入手の際に
特定個人情報が漏えい・紛失
するリスク　リスクに対する措
置の内容

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用ネットワーク（総合行政ネット
ワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失の
リスクに対応している。
（２）中間サーバと団体については、ＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリ
スクに対応している。
（３）中間サーバプラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等であり、業務上、特定個人情報へは
アクセスすることはできない。

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用ネットワーク（総合行政ネット
ワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失の
リスクに対応している。
（２）中間サーバと団体については、ＶＰＮ等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリ
スクに対応している。
（３）中間サーバプラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等、クラウドサービス事業者の業務は、
クラウドサービスの提供等であり、業務上、特定
個人情報へはアクセスすることはできない。

事後

令和7年10月29日

Ⅲリスク対策（プロセス）　７．特
定個人情報の保管・消去　リス
ク１　⑤物理的対策

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバ・プラットフォームをデータセンタ
に構築し、設置場所への入退室管理、有人監視
及び施錠管理をすることとしている。また、設置
場所はデータセンタ内の専用の領域とし、他テナ
ントとの混在によるリスクを回避する。
（２）事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込する
ことがないよう、警備員などにより確認している。

【中間サーバ・プラットフォーム】
中間サーバー･プラットフォームは、政府情報シス
テムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理
する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウドサービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管
理策が適切に実施されているほか、次を満たして
いる。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いる。
・日本国内でデータを保管している。

事後



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年10月29日

Ⅴ開示請求、問合せ　１．特定
個人情報の開示・訂正・利用停
止請求　④個人情報ファイル簿
の公表

ー
高等学校等就学支援金支給事務、 高等学校等
修学支援事業費補助金（奨学のための給付金・
学び直しの支援）支給事務

事後

令和7年10月29日

Ⅴ開示請求、問合せ　１．特定
個人情報の開示・訂正・利用停
止請求　④個人情報ファイル簿
の公表

ー
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu-
johokokaika/kojinjoho/gaiyo/tourokubo/31

事後

令和7年10月29日

Ⅴ開示請求、問合せ　１．特定
個人情報の開示・訂正・利用停
止請求　④個人情報ファイル簿
の公表

行っていない 行っている 事後

令和7年10月29日

Ⅲリスク対策（プロセス）　７．特
定個人情報の保管・消去　リス
ク１　⑥技術的対策

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバ・プラットフォームではＵＴＭ（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵
入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス
対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行
う。
（３）導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じて、セキュリティパッチの適用を行う。

【中間サーバ・プラットフォーム】
（１）中間サーバ・プラットフォームではＵＴＭ（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵
入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス
対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行
う。
（３）導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じて、セキュリティパッチの適用を行う。
（４）中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）
に登録されたクラウドサービス事業者が保有・管
理する環境に設置し、インターネットとは切り離さ
れた閉域ネットワーク環境に構築する。
（５）中間サーバーのデータベースに保存される
特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォー
ムの事業者及びクラウドサービス事業者がアク
セスできないよう制御を講じる。
（６）中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで安全性を確保して
いる。
（７）中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。

事後

令和7年10月1日

Ⅲリスク対策（プロセス）　７．特
定個人情報の保管・消去　リス
ク３　消去手順の内容

（２）データについては、番号法施行令第29条に
基づき７年間を保存期間とする。

（２）データについては、番号法施行令第30条に
基づき７年間を保存期間とする。

事後

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu-

